
  

一 

令和 5 年 12 月 12 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８９７号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

基
本
測
量
の
終
了 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

公
共
測
量
の
実
施

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

公
共
測
量
の
終
了

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

規

則 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則

昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 

第
五
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中
へ
を
ト
と
し

ホ
を
へ
と
し

ニ
を
ホ
と
し

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る

 

 
 

ニ 

第
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
こ
と

 

 

第
五
条
第
一
項
第
三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

三
十
八 

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

イ 

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ロ 

附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ハ 

附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ニ 

附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ホ 

附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

へ 

附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ト 

附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 

三
十
九 

削
除 

 

第
五
条
の
三
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

 

三
の
二 

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

イ 

附
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る

 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

                        

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

12 

月

12

日 

定 
 

例 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
３

１
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

）
第

４
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
機

械
警

備
業

務
管

理
者

講
習

を
次

の
と

お
り

実
施

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

１
２

月
１

２
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

羽
 

田
 

 
 

 
明

 
 

 

１
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

２
月

１
５

日
（

木
曜

日
）

か
ら

２
０

日
（

火
曜

日
）

ま
で

（
千

葉
県

の
休

日
に

関
す

る
条

例
（

平
成

元
年

千
葉

県
条

例
第

１
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら

午
後

５
時

ま
で

 

２
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

３
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

４
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

５
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

５
年

１
２

月
１

８
日

（
月

曜
日

）
か

ら
２

２
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８９７号 令和 5 年 12 月 12 日 (火曜日) 
 

 
 

 

                     

公

告 

 
 

 

基
本
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

国
土
地
理
院
長

か
ら
次
の
基
本
測
量
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

作
業
種
類 

基
本
測
量

電
子
国
土
基
本
図

地
図
情
報

修
正

 

二 

作
業
期
間 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

県
内
全
域 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

基
準
点
復
旧

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
四
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

千
葉
市
美
浜
区
幸
町
一
丁
目 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

白
井
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

数
値
図
化 

レ
ベ
ル
二
千
五
百

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

白
井
市
全
域 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長

か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

精
密
水
準
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

千
葉
市
全
域 

  
 

 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
は
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長

か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 
浦
安
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

 

 
 

 
４

時
ま

で
 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号

の
受

講
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

受
講

申
込

票
を

提
出

し
た

警
察

署
へ

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

１
月

２
２

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
６

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

３
９

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

 

 
 

 
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

６
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 



  

三 

令和 5 年 12 月 12 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８９７号 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

浦
安
市
全
域 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

                             

                                    

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

１
２

月
１

２
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

警
備

部
会

議
室

シ
ス

テ
ム

及
び

刑
事

部
会

議
室

シ
ス

テ
ム

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
令

和
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